
 

施 行 日  平成 30年４月１日 

 

大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成 18年大阪市規則第７号、以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金（以下、「給

付金」という。）の支給に関して必要な事項を定める。 

  ２ 就職に有利な資格取得のための専門学校等受験対策講座（以下「講座」という。）に対

する経費の支給を行うことにより、母子家庭の母又は父子家庭の父（母子及び父子並びに

寡婦福祉法（昭和 39年法律第 129号）第６条第１項又は第２項に定める配偶者のない者で

現に同条第３項に定める児童を扶養しているもの。以下「ひとり親」という。）の主体的

な能力開発の取組みを支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とす

る。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における講座の実施主体は、次の各号に掲げるもの全てを満たすものとする。 

（１）当該講座を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。 

（２）当該講座を適切に実施するための組織、設備等を有するものであること。 

（３）本制度の適正な実施に協力できるものであること。 

 

（支給の対象） 

第３条 支給の対象者は、大阪市内に居住し、第７条第１項、第９条第１項及び第３項に定める

各申請時において、ひとり親であって、次の各号に掲げるもの全てを満たす者とする。 

令和７年３月31日までに講座の指定を受けたものに係る受給要件については、（１）の規

定は適用しない。 

（１）「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」（平成26年９月30日雇児

発0930第４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく母子・父子自立支援

プログラムの策定等の支援を受けているものであること。 

（２）過去に当該給付金を受けていないこと。 

（３）就職を容易にするために必要な資格として、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給

付金等支給要綱に定める資格を取得するための養成機関（以下「養成機関」という。）

への入学が見込まれる者であること。 

 

（支給の対象経費） 

第４条 支給の対象となる経費は、講座の実施主体に支払った経費のうち、次の各号に掲げるも

の及びそれにかかる消費税とする。ただし、生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の適用

を受けている者が講座を受講する場合で、同法における収入認定の対象となる経費につい

ては対象としない。 

（１）講座の開始に際し支払う入学金、登録料 

（２）講座の受講に際し支払う受講費、教科書代及び教材費 

 



 

（給付金の種類） 

第５条 給付金の種類は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）受講修了時給付金 

   受講修了時給付金は、講座の受講を修了した際に支給するものとする。給付金の額

は、対象講座の受講のために本人が支払った費用の 60％に相当する額とする。ただし、

その 60％に相当する額が 20万円を超える場合の給付金の額は 20万円とする。 

（２）合格時給付金 

   合格時給付金は、受講修了日から起算して２年以内に、養成機関への入学試験に合格

した場合に支給するものとする。給付金の額は、対象講座の受講のために本人が支払っ

た費用の 40％に相当する額とする。ただし、その 40％に相当する額が 13万円を超える

場合の給付金の額は 13万円とする。 

 

（事前相談の実施） 

第６条 給付金の支給を希望するひとり親からの事前相談に応じるとともに、事前相談において

は、当該ひとり親の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、

当該講座を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ支給対

象とするなど、受講の必要性について十分把握しなければならない。 

 

（講座指定） 

第７条 給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、大阪市ひ

とり親家庭専門学校等受験対策給付金受講対象講座指定申請書（以下「受講対象講座指定

申請書」という。）（様式第１号）を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ講座指定を

受けなければならない。 

２ 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、速やかに審査し、対象講座の指定を

決定したときは大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金受講対象講座指定通知書

（以下「受講対象講座指定通知書」という。）（様式第２号）により申請を行った者に通

知するものとする。 

３ 第１項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によ

って確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。 

（１）当該ひとり親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し 

（２）母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証す

る書類 

（３）受講講座の案内書（受講内容、受講費用及び受講日程が記載されているもの） 

 

（受講の中止） 

第８条 受講対象講座の指定を受けた者が、当該講座の受講を中止するときは、大阪市ひとり親

家庭専門学校等受験対策給付金受講対象講座受講中止届（様式第３号）を市長に提出し、

市長は、受講対象講座の取消しを行った旨を大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付

金受講対象講座指定取消通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

 

（支給申請） 



 

第９条 当該講座が完了し受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、大阪市ひとり親家庭

専門学校等受験対策給付金支給申請書（様式第５号－その１）を受講修了日から起算して

30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、

この限りではない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によっ

て確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。 

（１）当該ひとり親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し 

（２）母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証す

る書類（ただし、令和７年３月 31日までに講座の指定を受けたものを除く。） 

（３）受講対象講座指定通知書 

（４）講座実施主体の長が発行する大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策修了証明書（以

下「修了証明書」という。）（様式第 10号）又は、講座実施主体の修了認定基準に基

づいて受講者の受講対象講座の修了を認定する証明書であって修了証明書と同内容の

もの 

（５）講座実施主体の長が、受講者本人が支払った受講対象講座経費について発行した領収

書 

３ 当該資格にかかる養成機関への入学試験に合格し合格時給付金の支給を受けようとする

者は、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給申請書（様式第５号－その２）

を、合格日から起算して 40日以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得な

い事由がある場合には、この限りではない。               

４ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によっ

て確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。 

（１）当該ひとり親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し 

（２）母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証す

る書類（ただし、令和７年３月 31日までに講座の指定を受けたものを除く。） 

（３）受講対象講座指定通知書 

（４）当該資格にかかる養成機関入学試験の合格証書の写し 

（５）講座実施主体の長が、受講者本人が支払った受講対象講座経費について発行した領収

書 

 

（支給決定） 

第 10条 市長は、給付金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じ

て行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、当該事業の目的、内容等が適正

であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、給付金の支給の決定をし

たときは、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給決定通知書(様式第６号－

その１、様式第６号－その２)により給付金の支給の申請を行った者に通知するものとす

る。 

２ 市長は、前項の調査の結果、給付金を支給することが不適当であると認めたときは、理

由を付して、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金不支給決定通知書（様式第７

号）により給付金の支給の申請を行った者に通知するものとする。 



 

３ 市長は、給付金の支給申請書類の到達後（申請内容を補正するための期間は除く）、30

日以内に当該申請に係る給付金の支給の決定又は給付金を支給しない旨の決定をするもの

とする。 

 

（申請の取下げ） 

第 11条 給付金の支給の申請を行った者は、前条第１項の規定による通知を受領した場合におい

て、当該通知の内容又は規則第７条第１項の規定によりこれに付された条件に不服があり

申請を取り下げようとするときは、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給申

請取下書(様式第８号)により申請の取下げを行うことができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、支給決定通知書を受けた日の翌日から起算し

て 10日とする。 

 

(支給の時期) 

第 12条 市長は、給付金の支給を決定したときは、決定した日の翌日から起算して概ね 30日以

内に給付金を支給するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第 13条 規則第 17条第３項の規定による通知においては、市長は大阪市ひとり親家庭専門学校

等受験対策給付金支給決定取消通知書（様式第９号）により通知するものとする。 

 

附則 

１ 経過措置として、平成 30年４月１日より対象となった者について、やむを得ない事由によ

り第７条を満たさない場合は、その規定によらず、すみやかに講座指定を受けるものとす

る。適用は、平成 31年３月 31日までとする。 

 

附則 

この要綱は、平成 30年 8月 3日から施行し、同年 8月 1日から適用する。 

 

附則 

この要綱は、平成 30年 11月 15日から施行し、同年 11月 1日から適用する。 

 

附則 

この要綱は、令和元年 5月 31日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和元年 12月５日から施行し、同年７月１日から適用する。 

 

附則 

 この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


